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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の公布について 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長より各都道府県知事等宛に標記の

通知が発出されるとともに、今般、本会宛に周知方依頼がございました。 

結核に係る定期健康診断については、「感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律第 53条の 7」にて、健康診断の実施者は各保健所を経由して

都道府県知事に通報又は報告することとされています。 

本通知は、通報又は報告の期間を定めた「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律施行規則第 27 条の 5」の内容を、毎月取りまとめ翌月 10

日までに報告するものから、報告期間を毎年 4 月１日から翌年の 4 月 10 日まで

と改正するものです。 

なお、施行期日は、令和８年４月１日とされております。 

本改正は、「令和５年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和 5 年 12 月

22日閣議決定）を受け、地方公共団体の事務負担を軽減する観点から、厚生科学

審議会結核部会の審議を経て実施されております。 

つきましては、貴会におかれましても本件につきご了知いただくとともに、貴

会管下の郡市区医師会並びに関係医療機関等へのご周知方につきご高配を賜りま

すよう何卒よろしくお願い申し上げます。 
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の公布について 

 

 

 

平素より感染症対策の推進に御協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

今般、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部

を改正する省令の公布について」（令和８年２月３日付け感発 0203第１号厚生労働省

健康・生活衛生局感染症対策部長通知）を、各都道府県知事、保健所設置市長及び特

別区長宛てに通知したところです。 

 つきましては、別添（写）について、都道府県医師会及び貴会会員への周知につき、

特段の御配慮方よろしくお願いいたします。 



 
 

 

 

 



 
 

 

 




